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本稿は大坂近郊における両替商経営の発展可能性を追求したものである。酒造業が栄えた在郷町伊

丹郷町の豪商小西新右衛門家では、天保期においてある奉公人が別家に際し菜種商売を始めた。副

業のはずであった銭両替の業容がその後拡大し、本格的な両替商へ発展した。その後、放漫経営と

伊丹酒造業の衰微に伴い両替商経営は破綻するが、この事例は幕末期の大坂近郊における両替商経

営の発展可能性の存在を示唆している。 
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Ⅰ．はじめに 

今日の小切手に相当する振手形について、これまでその流通は京・大坂に限られたものと漠然

と考えられてきたが 1）、実際にはより広範囲に展開していたことが近年になり明らかにされてき

た 2）。このことは同時にその流通を支える両替商経営も同様に広範囲に展開していたことを意味

する。 

支払に際し手形が使用できるならば取引決済はより簡便になり、その結果商品流通において資

金回転が早まり、このことは当該地域の商人にとってより効率的な経営を可能とするであろう。

また、両替商は金融の専門業者である以上、在郷町などにおけるその存在は農村の金融市場とそ

れを担ってきた地主金融にも少なからぬ影響を与えたであろう。 

上方において展開した両替商についてその検討はまだ十分行われていない。そこで本稿では西

摂津の在郷町伊丹郷町における小西由兵衛家を取り上げ、その両替商経営の動向について検討を

加えることにしたい。同家は伊丹郷町の酒造家小西新右衛門家から文政10(1727）年に別家する3）。

伊丹郷町は近世前期から江戸市場向け酒造地として栄え、小西由兵衛の主家にあたる小西新右衛

門家は当地での酒造業と並行して、大名貸や樽廻船問屋、江戸下り酒問屋を家業として営んだ豪

商である 4）。 
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Ⅱ．小西屋由兵衛家の経営展開 

１．両替商売の開始 

 小西新右衛門家の奉公人である又兵衛は寛政 9（1797）年 12 月に変名し由兵衛となった 5）。「又

兵衛」は寛政 2(1790）年 10 月から同 9 年秋まで、小西家が経営する安治川の廻船問屋に勤務し

ていた 6）。店内での給金の積み立てが約銀 10 貫匁になることもあり、その一部を取り崩して不動

産を購入するなどしている。 

そして文政期に入ると、高齢と病気が重なった由兵衛にとって小西家での勤務は困難となり、

またその一方で残される子供の将来を考えねばならなくなったため、同人は独立開業を志向する

ようになった。こうした独立開業に至る過程について確認しておこう。 

まず文政 7（1824）年 6月に下記のような文書が由兵衛より出されている 7）。 

 

【史料１】 

 乍憚口上覚 

一、私義幼年 段々奉蒙 

御厚恩候処、近年老年殊更勤方も行届兼候へとも御憐愍を以御召遣被下難有奉存候、然処昨

年之病後別而老衰仕候ニ付御屋敷勤之義は乍恐退役被仰付候様奉願上候、尤、唯今退役仕候

処外ニ渡世ニ罷成候商売迚も無御座候義何卒御憐愍を以御店番成共相応之御用ニ御召遣被

相成下候様奉願上候、此段宜御執成之程奉願上候、以上 

 申六月十一日                           由兵衛 印 

 源助様 

 庄助様 

この時すでに由兵衛はその年齢に加えて、前年の病が体に堪えたようである。そこで小西家に

対し経営の第一線から退くことを希望すると共に、この願いでは渡世のため負担の軽い店番など

の業務を本家に歎願している。 

 しかし実際には由兵衛はそれだけでなく、次の史料にあるようにより具体的な希望を合わせて

申し述べていた 8）。 

 

【史料 2】 

  追而奉申上候 

一、別紙書付を以御願奉申上候通志慮仕存命之科難斗御座候ニ付而ハ、兼而御家名私生涯之

内奉頂戴度念願ニ御座候侭愚鈍之事共書付を以奉申上候処 御賢慮ニ相障義御申為聞被下

何とも奉恐入候、全心得違之事共御座候而後悔仕候、此段御高免被遊可被下候様宜被仰上

被下度奉頼上候、此上御願申上候者恐入候へとも何卒御憐愍之上私存命中御家名頂戴被仰
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付候様相成候ハヽ外聞方私ハ不及申悴共安気仕難有可奉存候、此段各様 宜敷御執成被仰

上被下度幾重ニも奉頼上候、以上 

 申六月十一日                           由兵衛 印 

 源助様 

 庄助様 

由兵衛は別途、自らの余命が余り無いことを強調しつつ、残される子供のためにも独立して家

業を営むために小西家の家名を求めたようである。この暖簾分けの要求はさすがに店内で顰蹙を

買ったようであるが、「忰共」の事が余程気にかかるのか、ここに見られるように執拗に歎願を重

ねたと思われる。 

その甲斐あってか、3年が経過した文政 10（1827）年 4月に由兵衛は念願の暖簾分けに漕ぎ着

けることができた。下はその際に由兵衛（芳平）から小西家に出された請け状である 9）。 

 

【史料3】 

 差上申一札之事 

一、私義幼少より御召遣被下、年々御助成蒙、元手銀等も先年頂罷在候得共、手後レニ相成

等居宅地面等も無之候ニ付、兼而相願罷在候処御聞済被為成下、昨年買請候場所江新宅普

請之儀も御指図を以漸此節迄ニ成就仕、御陰ヲ以結構之住居ニ相成、其上 御家号暖簾等

迄被為下置、生涯之面目無此上も難有奉存候、然ル上ハ右銀高追々年賦済ニも相願申上度

候之所、厚思召を以普請入用等も諸色書上高銀拾四貫七百九拾六匁六厘也、此度不残御助

成被為成下、冥加至極難有仕合奉存候、私義 早及老衰候ニ付御間ニ合候義も無之奉存候

得は、忰共へ御厚恩之程為申聞置候得共、末々若心得違等仕、対 御本家江思召相叶不申

不筋之義等有之候之節は、何時右御家号・居宅等被召上候共、一言之申訳無御座候、仍而

為後日奉差上置候証書如件 

文政十年亥四月                          芳平 印 

御本家 

  

子飼奉公人であった由兵衛は長年に渡る奉公を経て退いた。それに際して元手銀と屋敷普請費用

および家号を小西家より与えられ、こうした財産を元にして由兵衛の「忰共」は独立開業を予定

していたと考えられる。なお史料で言及されている由兵衛自身が購入した家屋敷は、この暖簾分

けに先立つ文政 9（1826）年 4 月に取得しており、伊丹郷町内の鍛治屋町にあった。地続きの 2

棟から成る屋敷は、東が樽屋重兵衛、南が酒屋庄右衛門、北が小西新右衛門所有の屋敷と接する

と共に西は大道に面しており、購入先は但馬屋忠八で代金は銀 4貫 700 匁に上った 10）。普請費用

の銀 14 貫 800 匁は小西家が負担したことは上の史料でも述べられている通りである 11）。なお由
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兵衛は自ら「私義 早及老衰候ニ付御間ニ合候義も無之奉存候」と記した通り、暖簾分けが許さ

れて半年も経たない文政 10年 9月に他界している 12）。 

 こうして父がお膳立てをした後を襲った二代目の由兵衛は、天保 3（1832）年から同 8（1837）

年の間に菜種商売を始めたようである 13）。その際、菜種の仕入れ価格を他よりも数％高く設定し

ていた点にその特徴を認めることができる。これは後発の商人として新規参入を果たすためには

高価格を一つの武器とせざるを得なかったためであろう 14）。 

 ところが由兵衛の菜種商売はこうして無理をしたためか、早い時期に行き詰まりを見せること

になる。次の天保 8年の史料により経営難の状況を知ることができる 15）。 

 

【史料 4】 

  乍憚口上 

一  私儀年々結構被為 成下難有仕合奉存候、然ル処御差引表過分之銀高拝借相嵩誠以奉

恐入候、何分近来物入続実ニ心痛仕罷居候、尤、御差引拝借之内へ年々少々宛ニ而も返納

仕度存念ニ者御座候得共外ニ手段無御座当惑仕候、何卒私是迄通り御召遣被為 成下候而、

先年願出置候菜種絞油商売取続被為 成被下候ハヽ年々少々宛之徳用茂相立可申哉、右候

ハヽ其徳用之分多少共御差引へ返納仕度奉存候、則仕法書御覧入申候何分宜御賢慮之上御

執成奉頼上候、以上 

  天保八酉三月                          由兵衛 印 

 庄助様 

 千蔵様 

 孫助様 

 源助様 

 「先年願出候菜種絞油商売」に関して、ある程度小西家本家の支援を受けていたようである。

その一つは出入商人として注文を受けたのであろう。そして、もう一つはその油絞り商売に携わ

る過程で受けた融資であった。ここで出入を打ち切られては拝借金の返済も行き詰まるため、こ

れまで通りの取引を続けるよう訴えている。 

 また、翌年の同人の嘆願書においても経営状況が示されている 16）。 

 

【史料 5】 

   乍憚書付を以御願申上候 

一、私年々結構御仕向被成下難有仕合奉存候得共、近年何角もの入等多く御差引帳表御拝借

高ニ相成何共恐入苦痛仕罷有候、旁昨年春手元仕法相建油商売書付を以願出相初候へ共、

手元方薄手ニ而右商売取掛り候義ニ御座候得ハ、仕草買入時節之亦々当座拝借も相嵩申候、
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此分ハ御利息付返納限月証文ニ而拝借仕度、御差引帳表拝借向ハ恐入候義ニ候へ共、年々

被為下置候分返納御付替被為成下候ハヽ重々難有奉存候、何卒右御聞済奉願上候、已上 

  天保九戌年七月                         由兵衛 印 

旦那様 

天保 7（1837）年に「菜種絞油商売」を、同 8年に「油商売」を始めたということであろうか。

いずれにせよ潤沢な創業資金を欠いたまま菜種油商売に乗り出した由兵衛は早々に行き詰まって

しまい、「御差引帳表拝借」と「当座拝借」の両面で本家に融資を仰がざるを得なかったというこ

とであろう。 

 このように由兵衛の菜種油商売がつまずく中で、新たな展開が見られるようになった。この点

は小西家の当主新右衛門が作成した以下の史料より知ることができる 17）。まず年代を示す「丑年」

であるが、文政 10 年以降では文政 12（1829）、天保 12（1841）、嘉永 6（1853）、慶応元（1865）

年が該当するが、天保 9年の拝借を前提としているので、天保 12年と判断される。 

 

【史料 6】 

   申渡し 

一、油売揚銭小売之義者聞届置候得とも、由兵衛名前を以両替躰諸方取引相始居候趣相聞へ

我等聞取不申候事此義如何 

一、店方 手形切替居候趣相聞へ一応之沙汰届も無之段店方不行届至候事 

一、別宅差引表借財相嵩候ニ付夫々質物差入候様申付置候処、未無其義早々取斗可申事 

右之条々早々取調可申事 

 丑十一月廿三日              新右衛門 

                      店方 

                       老分中 

 由兵衛の意外な行動に対する本家側の不満をうかがわせるものである。油を販売して得た売り

溜り銭を元手にして始めた「油売揚銭小売」、すなわち銭両替商売については本家も容認していた

ようである。しかし、由兵衛は単なる貨幣交換業に過ぎない銭両替の範囲を越え、手形を扱う本

格的な両替商売へ進み出していたのである。この点について、新右衛門は店側の監督不行き届き

を責めた後、すでに由兵衛に実施した融資について質物をとるよう命じている。由兵衛の先行き

が危ぶまれる両替商売が害を及ぼさないよう保証を求めたのであろう。 

 以上のように、由兵衛の両替商売は本家の反発を招いたのであるが、それに対し同人は折り返

し以下の様な願書を出している 18）。 
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【史料 7】 

   乍恐口上 

一、此度従旦那様御各様方へ私不行届之口々御ヶ条書之御趣意何とも奉恐入候 

一、是迄毎年結構ニ被為 仰付難有仕合奉存候得共、何分御存知之通り兄弟共不仕合之者共

夫々重々役介斗ニ而実ニ私心苦仕罷居候処、愚弟正兵衛義ハ幼年 両替手之義ハ呑込居

候義ニ御座候ニ付油売揚銭を以 初銭両替相始申候処、御陰を以日々繁栄仕油売揚銭ニ

而は足兼候旁引合ニ相成候銭買加へ商売仕候処、銭売先買先より追々金銀銭共取引被致

呉融通相付諸方へ相広り全之御本家之御陰と難有奉存候、尚乍此上商売手ニおゐて万事

手堅ク取締御本家へ決而御損耗等ハ相掛ヶ不奉申上候間、何卒右等之義ハ是迄之侭御免

被為 成下度奉願上候 

一、御差引帳拝借銀之義去ル戌年御調之砌各様方へ口上ニ而願出置候通り毎年被為 下置候

御通表之銀子御差引へ入銀仕度願出候処、其後其毎々御差引へ御付替被為 成下候得共、

何分大借之銀高何共奉恐入候義ニ御座候へ共、何卒是迄御差引処ニ而拝借銀高当年より

廿五ヶ年賦元済被為 成下度伏而奉願上候、尤、右御拝借銀皆返納済迄ハ私居宅家質ニ

奉差上置候心底ニ御座候得共、右両替商売世上人気第一之事ニ御座候而今少手元勘定改

革道付掛候処、何卒御憐察ヲ以拝借銀年賦証文而已被為 成下候様奉願上候、右宜御執

成奉頼上候、已上 

                                  由兵衛 

 丑十一月 

御本家 

  御老分衆中 

 第 2条には由兵衛が銭両替から両替商売へと上昇を遂げた事情が記されている。即ち、父親の

死後、経済的に不安定であった由兵衛と弟正兵衛は菜種油商売に携わると同時に、手元に溜まっ

た売揚銭を利用して銭両替を始めるに至った。その際弟正兵衛が身につけていた両替商の技術が

役に立ったのであるが 19）、銭両替は軌道に乗ると菜種商売を通じて入手できる銭では足りなくな

り、由兵衛らは銭を仕入れる態勢へと発展した。さらに銭の両替先からの要請に答え、融資を行

うまでに至っていたのである。先に見たように、こうした由兵衛の経営の変質に本家は難色を示

した訳であるが、由兵衛は臆することなく事後承諾を求めている。 

 第 2条では「戌年」（天保 9年）に交渉した本家への「御差引帳拝借」について由兵衛は二つの

要望を出している。一つは本家との「御通帳表」を介しての返済では細部まで把握されるのを嫌

ってか、無利子で 25 ヶ年賦にして欲しいこと、もう一つは居宅を家質とする覚悟はあるが、両替

商売上の信用に関わるためやはりそれは勘弁して欲しいということである。そもそもこの居宅の

普請は元々本家から別家に際し賄われたものであり、しかも本家が歓迎しない両替商売を理由に
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家質を拒んでいるのである。結果的に本家は由兵衛の居宅と銭売店を年 5％の利子で家質として

いる 20）。  

 また、内容から同じ頃と見られる以下の史料も由兵衛の両替商売の内容を示している 21）。 

 

【史料 8】 

 由兵衛方油商売御免被仰付先ツ渡世ニ相成油小売銭方庄兵衛ニ商内為致度旨店方へ咄致候様

ニ付、其義ハ本家差構も無御座哉ニ店方罷在候処、昨年来別宅両替店取立諸取引手広ニ相聞

へ右両替振出し等小西由兵衛名前ニ而取引罷在候、世見本家出店ニも相心得居候ヘハ、自然

後年ニ至差支等之義出来候節ハ本家目安ニ取懸り願引等之義出来候節ハ甚迷惑御難義ニも可

有之哉、右ニ付名前仕替可申歟為後日証札ニ而も取置申候事 

 一、尤、両商売致居候迚も由兵衛方ニ限り取引出来不申様之振合ニ相成候而は店方銘々難取

斗迷惑之筋合ニも可有之、依而油銭迚何れニ而も能キ方ニ而買調自由出来候様致置度候事 

 断片的なためやや意味が取り難いが、由兵衛は油商売、弟の庄（正）兵衛は銭両替と役割分担

が考えられていたようである。これらは本家でも承知していたが、両替商売において「振出し」、

即ち手形取引まで、しかもそれが小西由兵衛の名義である点はやはり想定外であったということ

であろう。 

2．両替商売の経営状況 

 前章で明らかにしたように、父の後を襲った由兵衛は強引に両替商売へ進んだ。次にその取引

状況について確認することにしよう。ただし、由兵衛自身の経営史料は残されていないので、外

部の史料によって接近することにする。 

まず由兵衛を巡ってどのような裁判が起きていたかということを通じ、その経営の展開状況を

伺うことにしよう。町内での係争は伊丹郷町の町政機構を統括する惣宿老が処理しており、残さ

れた史料から天保 13（1842）年と弘化 3（1846）年の事案を知ることができる 22）。天保 13 年 6

月 2日、由兵衛は魚屋文次郎・鴻池屋武平・木綿屋要助の 3名を相手取り、元金銀 5貫 500 匁、

元利合計 5貫 995 匁の貸付金を巡り提訴を行っている。また弘化 3年 5月 24 日には、由兵衛の両

替取引の顧客である竹垣町原田屋幸助の手形が不渡りとなり訴えを起こしている。原田屋は酒 29

駄の代金支払のため、由兵衛宛振手形を綿屋町吉野屋宗助に手渡したのだが、残高不足のためそ

の手形が不渡りとなったのである。他にも同年 7月 4日、由兵衛は鳴尾屋幸助と樽屋喜平を相手

取り「通取引尻」の件で提訴している。両名は由兵衛宛振手形を預金残高以上に振り出して過振

りとなった後、その返済を滞らせたのであろう。このように偶々確認できた天保 13 年と弘化 3

年の両年においても由兵衛が訴訟していた事実を確認できた。 

 次に伊丹郷町の酒米問屋と酒造家を兼ねる鹿島屋利兵衛家との取引を見てみよう。 

由兵衛と鹿島屋の取引関係は十数年続いたことが確認できる。両替商からその顧客へは通帳が
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交付されるが、由兵衛―鹿島屋の通帳は天保 11（1840）年、弘化 2～4（1845～47）年、嘉永 4･5

（1851・52）年、安政 2･3（1855・56）年分が残されており 23）、由兵衛はその創業期から鹿島屋

との取引があったことが分かる。鹿島屋は銘醸地伊丹を代表する酒米問屋で弘化期の取引規模は

1 万石程度と見積もられるから、由兵衛は有力な顧客を獲得していたと判断できよう。とはいえ

鹿島屋にとって両替商は由兵衛に限られておらず、並行して大坂両替商の銭屋佐一郎および伊丹

両替商の津国屋庄兵衛とも取引関係があった点には注意が必要である 24）。 

他にも由兵衛の業容を確認することができる。そのために表 1 を用意した。同表は鹿島屋が酒

米取引の際に受け取った振手形を整理したものである。この振手形は買い手が自らの両替商宛に

振り出したものであるから、これを見ることにより鹿島屋の酒米販売先がどのような両替商を利

用していたのかが判明する。なお、表中の「加作」と「かじ作」は大坂両替商である加島屋作五

郎、同作次郎、同作兵衛のいずれかと考えられる。伊丹両替商の津国屋庄兵衛が も多く、全体

の 4分の 1を占めている。伊丹の酒造家と伊丹の酒米問屋の間の取引であるから、地元の両替商

の比重が高くとも不思議ではない。由兵衛も寛政期から取引がある津国屋と比べるとかなり落ち

るが、大坂両替商に対して健闘している。後発ながらも一定程度定着していたと見てよいのでは

だろうか。 

 このように由兵衛の経営は両替商とし

て一応の体裁を整えていたようであるが、

他方で不安材料も少なくなかった。例え

ば天保 13（1842）年 8月には新たな借財

のために 16 ヶ年賦の証文を提出してい

る 25）。「差引手尻かし」と表記されてい

るので、先の「御差引拝借」、「当座拝借」

とは恐らく別件であると考えられる。 

 菜種商売に関連したものも含め、由兵

衛の本家に対する借財は累積傾向にあっ

たようであるが、同年 6月に由兵衛が犯

していたもっと重大な行為が 8月になっ

て露見するに至っている。下の史料は事件の責任者である和助が当主に差し出した報告である 26）。 

 

【史料9】 

「（包紙ウハ書） 

   天保十三寅八月廿九日 

  上    由兵衛金出入ニ付書上ヶ        和助」 

表 1 鹿島屋利兵衛の受取振手形の宛名(弘化 3 年） 

地域 両替商 小計（匁） 比率（％） 

「加作」 23,533 7.2 

「かじ作」 41,857 12.9 

米屋喜兵衛 7,720 2.4 

米屋儀兵衛 5,870 1.8 

炭屋弥吉郎 8,180 2.5 

炭屋安兵衛 4,800 1.5 

銭屋忠兵衛 52,452 16.1 

大 

坂 

銭屋佐一郎 15,000 4.6 

津国屋庄兵衛 78,310 24.1 伊
丹 小西由兵衛 13,470 4.1 

その他・不明 73,916 22.7 

合 計 325,109 100.0 

史料）「米方両替帳」（岡田利兵衛家文書Ⅱ・七・ヘ・91） 
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   乍恐口上 

一 由兵衛へ下書紙一条御尋ニ預り右奉申上候、尤、金子之義ハ私出入役奉蒙候処勿論当六

月中頃ニ御座候、私用有之私宅へ帰居候跡ニ而、由兵衛自分店手形入引出し 金三百両之

手形持帰り正金五拾両之義ハ戸棚 自分ニ出し店方ニ居候者へ断り持帰り、和助帰候ハヽ

時借度候様申呉候様申置候事ニ御座候、右由兵衛義融通商売致居候者故早々ニ而も差入候

事と存重役へも不申出私取斗過不調法之段何共重々恐入奉存候、其後度々催促致候へ共只

暫時猶予致呉候様申居候、其後七月節季孫助 右一条尋有之候故今日迄度々催促仕候へ共

何分埒明不申右之次第ニ相成り何共奉恐入候、此段乍恐宜敷御賢慮之程奉希上候、已上 

  八月廿九日                            和助 印 

御旦那様 

和助に依ると、金銭出納の責任者である同人が私用で帰宅していた間に由兵衛が店を訪れ、持

参した自分名義の手形と引換に本家名義の金 300 両の手形と正金 50両を持ち去ったという。和助

は由兵衛が融通商売の者ゆえすぐに返済すると考え重役に報告せずにいたが 27）、由兵衛はその後

の和助の催促に応ずることはなかった。7 月の節季時に和助に対し上役から問い合わせがあり、

それを機に催促を重ねたが由兵衛の対応は変わらなかった。結局、由兵衛は自分名義の裏づけが

十分でない手形を引き当てとして、信用の厚い本家の手形と現金を無断で持ち出したのである。

こうした由兵衛の行為の報告を怠った和助は翌月 7日に詫び状を提出している。 

 その翌日の 9月 8日、由兵衛は自分の不始末を詫びると同時に、さらに両替商売継続を期して

以下の文書を提出した 28）。 

 

【史料 10】 

   乍憚口上 

一、 私義何共申訳茂無御座不埒之段誠ニ以後悔仕候、何卒宜御詫御執成奉願上候、尚亦和

助殿私義ニ付差扣被為仰付同人へも甚以気之毒千万何卒御執成ヲ以御赦免被為 成遣

下候様是亦奉願上候 

一、 私両替店之義ニ付種々サツタト御心配ヲ相掛ケ何共奉恐入候、是等も 初御願立之通

り銭両替而已ニ仕度候得共、当時貸方口々御座ニ付今以手ヲ引候ハヽ右口々も難手ニ入

と当惑心配仕候、何分宜御賢察御執成奉頼上候、已上 

 寅九月八日                            由兵衛  印 

御本家 

 御老分中 

 第 2条から由兵衛の両替商売も必ずしも安泰ではなかったことがうかがえると同時に、本家が

望むような銭両替に再転換しては多数に及ぶ融資の回収が難しくなるため、あくまでも現状通り
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両替商売を続けたいという意向が表されている。ここで再確認されるのは「 初御願立之通り銭

両替而已ニ仕度候得共」とあるように、本家からは銭両替で了承を得たにもかかわらず、その約

束をいつの間にか反故とし危険度の高い両替商売に手を伸ばしていた事実である。 

 このようないくつかの背信行為に及んだ由兵衛を本家は出入禁止処分にしようとしたが 29）、そ

れでは同人の信用は失われ家業が行き詰ることを理由に､以下のようにその撤回を懇願している 30）。  

 

【史料 11】 

  口上 

各様愈御安康御出勤珍重奉賀上候、然者一昨日御詫願差出定而旦那様え御差上可被成下奉存

候、何分当時之身分ニ而ハ私逼至と差詰り候事ニ差向イ何卒御憐察ヲ以御赦免被為成下候様

御執成偏御頼申上候、已上 

  九月十一日                             由兵衛 

本家御店 

   庄助様 

   千蔵様 

   孫助様 

   源助様 

 その後の由兵衛の動静から判断すると願いは受け入れられたようである。とは言え、ここまで

同人の動きを追ってみた結果、到底堅実とは言い難い、由兵衛の荒っぽい商法と独特の個性が目

に付くことになった。 

かろうじて出入禁止を免れた後の由兵衛の動向は、鹿島屋利兵衛との両替取引以外に殆ど知る

ことができない。ただし本稿が主として依拠するのは「問題児」由兵衛に関する一件書類であり、

この間の史料が無いということは由兵衛の経営が比較的平穏に推移したことを示唆するものであ

ろう。 

しかしながら、安政 4（1857）年になると状況が変わってきたようである。以下は辻村の小西

屋寿を名義人とする借用証文であるが、後に見るように実際は由兵衛の借り入れであった 31）。 

 

【史料12】 

    預り申銀子之事 

 一、銀三拾貫目也 

右之銀子慥請取預り申処実正也、然ル上は銀壱貫目ニ付一ヶ月五匁宛之利足ヲ加へ、貴殿御

入用之節何時ニ而も元利共急度返済可致候、為後日之預り証文依而如件 

  安政四年丁巳正月                    預り主辻村 
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                              小西屋寿 印 

                             証人 

                              小西屋由兵衛 印 

 小西屋新右衛門殿 

 この小西新右衛門を宛先とする銀30貫目借用証文には、返済手段を示す以下の様な別紙

証文が付されていた32）。 

 

【史料13】 

  別紙証文之事 

一、銀三拾貫目預り証文ヲ以借用申処実正明白也、尤、返済之儀ハ江戸表 酒代為登金ヲ以

無相違急度返済可致候、為後日之別紙証文依而如件 

 安政四年丁巳正月                    辻村 

                              小西屋寿 印 

                             証人 

                              小西屋由兵衛 印 

 小西屋新右衛門殿 

ここでは借用金の引き当てに酒代金が当てられている点が注目される。天保 11年の伊丹酒造家

の中に由兵衛の名を見出すことはできず、寛永 7（1854）年以降、小西家の江戸出店（下り酒問

屋）への出荷が確認できる 33）。ただし、この場合は別紙証文を作成するというやや変則的な方法

であったが、他に次のように為替手形を利用する場合もあった 34）。  

 

【史料 14】 

 飛脚一筆啓上仕候、暖和之節御座候処御揃愈御壮健可被成御座奉賀候、次ニ当方無意儀罷有

候乍憚御安意可被下候 

 一、手酒別紙之通り津出し仕候間夫々着岸之上得と御唎酒御直売可被下候、扨甚申兼候得共

無拠儀ニ付金三百両大坂加島屋作五郎殿へ為替取組仕候而手形相渡置候間、近着之上手

形引替御渡可被下候、尤、跡々成丈ヶ取急キ手酒積方可仕候、兼而過分為替之儀は御断

之趣承知仕居候得共、此度之処別而御頼申上候間此段急敷御承引可被下候、先は右御願

旁以愚書如斯御座候、早々以上 

  四月十五日 

               同 由兵衛 

                 寿 印 

 小西利右衛門様 

   利作様 
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 尚々来ル節前後自然手酒代為登方御執斗ニ相成り、御出状後前書為替手形相廻り候共御引替

御渡可被下候、此段分而御願申上候、以上 

 この史料には年代記入が無いが、小西寿の名前があることから【史料 12】・【史料 13】と関連の

深い、同時期の史料であろう。また、小西利右衛門とは小西家の江戸出店のことである。 

これは為替手形を利用した資金の借り入れである 35）。本来なら、下り酒問屋の小西利右衛門が

由兵衛の酒荷を販売した後、由兵衛はその代金回収のため大坂両替商で為替手形を取り組み、同

時に代金を受け取ることになるはずである。しかし、この場合は順序が逆で、将来の酒荷物、あ

るいは将来の販売代金を引き当てに為替手形を振り出している。したがって、小西利右衛門は商

品江戸未廻着の段階で「代金」を為替持参者に支払うことになるのであり、これは小西利右衛門

から由兵衛への前貸しと同じ意味をもつことになる 36）。当然、利右衛門は拒否することもできる

ため、ここに示したように由兵衛は予め支払を依頼しなければならないのである。なお後に見る

ように、実際この為替手形は小西利右衛門によりその引き受けが拒否されることになる。 

 由兵衛の為替手形振り出しの背後には、言うまでも無く以下のような伊丹周辺に所領を持つ領

主の財政運営との結びつきがあった 37）。   

 

【史料15】 

   請取申為替金子之事 

  一、金弐拾両也  但し有合 

 右は服部中務様御下し金於当地慥ニ受取申候、此代り金於其御地右御屋敷御役人中 此手形

を以御請取可被成候条、無相違御納可被下候、為後日為替手形仍而如件 

  安政四年巳五月八日             摂州伊丹 

                          小西屋由兵衛 印 

   江戸茅場町 

    小西利右衛門殿 

伊丹郷町近隣の森本村を支配する旗本服部氏の江戸送金と組み合わせ、由兵衛は為替手形を振

出していたのである。由兵衛振り出しの為替手形を受け取った服部氏の江戸藩邸役人は、それを

小西利右衛門へ持参して年貢米代金を受け取るのである。この時は服部氏から依頼に応じたと体

裁をとろうとしているが 38）、下の史料によると由兵衛側も資金的な理由からその必要があったの

である 39）。 

 

【史料 16】 

   乍恐口上 

一 私義親共 重代御召遣被為 成下別而私代結講頂戴物仕難有奉存候、然ル所御存通役介
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者多ク傍世帯方之助二も相成候哉与銭両替相初候処御陰ヲ以繁栄仕候処、近年之当地ニて

通取引かし過半年賦ニ相成、尚亦春已来 何哉不人気ニ相成、預り候銀子ハ引上ヶ、上両

替ハ振過成、且在郷取引預り之分ハ日々引上ヶニ参逼至与手元差詰誠一同苦心仕候へ共、

春已来両度も拝借奉願 早此上手立も無御座真事ニ真事ニ心外歎ヶ敷申詫も無御座次第候

へ共、一段両替店表さし其上之口々対談不致は迚も此度は難凌と決心仕候、併私之事故決

而ものヶヲ抱右様之事ニは無御座、此段呉々御察可被成下候、何卒此段乍恐 

旦那様へ御願上被成下何分可然様御頼奉申上候、以上 

  巳五月廿三日                          由兵衛 印 

御本家 

 御老分中様  

 天保 12 年の願い【史料 7】と同様に家庭の事情で銭両替を始めたことが述べられているが、よ

り注目されるのは次の点である。すなわち近年に至って顕在化した「通取引かし（貸し）」の「当

地」での焦げ付きである。由兵衛による当座貸し越しの大半が伊丹郷町で焦げ付いていたのであ

る。さらにこの春より生じた由兵衛の信用低下に伴い、当座預金の引き出しが相次いだ。他方で

由兵衛は、その「上両替」すなわち親両替に対して当座借り入れ状態にあり、伊丹郷町周辺の「在

郷」の顧客も預金引き出しに走ったため、由兵衛は手元資金に大いに不足することになったので

ある。こうした事態を打開するため、既に見たように正月には銀 30貫目を借り入れている（【史

料 12】・【史料 13】）40）。実際、この時の由兵衛はかなり追い詰められていたことは、5月 27 日に

公訴された事実にも表れている 41）。 

 度重なる由兵衛の無心に小西本家の忍耐も限界に近づいていたのだろうか、翌閏 5月には本家

内部では以下の様なやり取りがなされていた 42）。なお、これは閏 5月 6日に江戸店から小西家本

店へ送られた書簡の一部で、小西家では伊丹―江戸間で業務連絡を絶えず行っており、そのうち

の一つである。 

 

【史料17】 

（前略） 

一、荷主方近来為替風義不宜儀奉申上候処御承知被成下、御町内不渡り手形も及御聞被遊候

条被仰下不軽御事当方已来之心得ニ相成急度相心得置申候、此段御礼奉申上候、何分人気

悪敷時節唯ニ手堅大丈夫之外致方無御座候 

一、由兵衛 当春 願出候ニ付上テ貫拝借被仰付候処先達而トテ両五月後小百ムテ両為登方

之分御入金、銘々晦日迄之御約束ニ御座候へ共迚も近々返納無覚束思召之処、亦々先月来

段々相願候ニ付無拠又上テ貫拝借被仰付、此分七月晦日切何も酒代御引当而之御約定自然

引足り不申共七月ニは是非返納可仕旨相願居候由、併右様之儀ニ付為替取組候儀も有之間
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敷候へ共、相心得居候様御念入被仰聞奉畏候、尤、当方へも四月十五日出正六便ヲ以加作

様渡し三百両也無拠取組候由案内頼掛候へども、兼而御承知之通り昨春来為替取参り候後、

荷物入込無数ニ而引足り不申漸々当酒入込ニ而五月頃埋合候位之仕義、且ハ私共えも御厳

重被仰聞候趣も相心得居候儀ニ付き気之毒ニ存候へども近来荷物代過上之儀本家 毎々御

沙汰有之当地渡し之儀甚迷惑之趣返事為致置候処、其後何之沙汰も無之手形も相廻り不申

案
ママ

心罷居候処、当月朔日服部様為替久ノ字之添状付手形相廻候ニ付、前条之始末は一向相

心得不申入込荷物代預りニ相成候故相渡し申候、然ル処先月廿八日出之正六御本状相達し

混雑之一件並ニ戸ヲ 退身相願無余義暖簾御召上ヶニ相成迚も取続出来不申候条、巨細奉

承知驚入扨々不怪御事、昨年来庄助方と申又候由兵衛義近来打続別宅共 ヶ様之御心配相

懸何共重々奉恐入候、何卒此上は成丈ヶ御損耗薄ク相懸ヶ実意之返納仕法仕候上は格別之

御憐愍之御沙汰相願可申様ニ被祈罷在候 

   右之通ニ御座候、其銘ハ積付も参り不申候間、此段宜敷御承知被遊可被下候、以上 

 まず第 1条では他の伊丹酒造家の早為替の利用が示唆されると共に、伊丹町内では振手形の不

渡りが目立ってきたことが記されている。第 2条では由兵衛に対する本店の対応が報知されてい

る。すなわち本店では､年明け以来の由兵衛の願いに応じ、5月に融資を二度行ったが､今月晦日

を期限とするこれらの融資の返済は見込み薄である。5月に入り性懲りも無く融資の依頼が度々

あったため、7月晦日を期限とする融資を行った。いずれも酒代を引き当てにしたものであるが、

たとえ引き当て不足となっても期限厳守が大前提であると念を押している。 

 伊丹本店が由兵衛への融資を制限する事情を関知していなかった江戸店（小西利右衛門）では、

4月に一度手形引受を拒否したため依頼はその後途絶えていたこと、本店側の先の事情を知らな

かったこと、由兵衛の酒代金を預かっていたことから、今月に入り服部氏の江戸送金に関わる為

替手形を引き受けてしまった。恐らく先に見た【史料 15】はその一部であろう。その後、江戸店

は本店の事情と本人の閉店および暖簾召し上げを知り、大いに驚くことになったのである。なお

5月 18日から27日までに江戸に到着した由兵衛の酒荷物は代金にして凡そ金70両に相当すると

この書状には記されている 43）。 

 このような伊丹本店と江戸出店に対する由兵衛の工作は実を結ばず、小西家との関係も断絶す

るに至ったことを示すのが下の史料である 44）。以後は本店、江戸店ともに由兵衛との文通を断つ

とことが取り決められているのである。 

 

【史料18】 

尚々由兵衛方 頼談書面並ニ服部様納済之古手形御断之為封中奉申上候間、御落手御一覧置

被遊可被下候、尤、古手形之儀ハ是迄店へ取切ニ致し先方へ戻し不申例ニ御座候間此段御承

引御預り置奉願上候、且亦今便由兵衛方へ両店文通相見合可申筈之処、二日出仲間休状ニ付
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今便入津書且ハ服部様納済等之案内用書ニ付無拠出状仕候、此段宜敷御承引被遊可被下候、

自然不都合ニも御座候ハヽ可然御取斗被遊可被下候、已来変酒断等之用向之砌は如何取斗仕

候哉、可然御沙汰奉願上候、夫迄は文通差扣申候、此段御願申上候、早々謹言 

  閏月六日 

 酒造仲間の公的な通信が休みの間に引き受けてしまった服部氏の為替の処理もあったため、今

回は仕方なく由兵衛に書状を閏 5月 2日に送ってしまったが、以後は両店とも由兵衛への連絡は

断つこととなった。とは言え、「変酒断等之用向之砌は如何取斗仕候哉、可然御沙汰奉願上候、夫

迄は文通差扣申候」とあるように、由兵衛から送られた酒荷の売り捌きなどはまだ済んでないよ

うで、残務処理に関連しての連絡は止むを得ないという事情は残っている。 

 7 月に入り由兵衛の問題もようやく決着がついたようである。そのことが 7 月 5 日に本店から

江戸店へ出された書状に記されている 45）。 

 

【史料 19】 

 一、由兵衛一件漸々此節御裁許家財御付立妻へ被下売払銀方割符ニ差出可申、家 内
由兵衛並

居
平次

町
郎

払被

仰付罷在候、此節泉町茜屋少路鹿利借家へ転宅致可申由ニ有之候、先一落相済申候不怪不当

心得違言語道断煩敷御事ニ而、以来自然何等之事申出候共決而取上有之間敷御心得置可給候 

 小西家が没収した由兵衛の一切の家財を妻が売り払い、その代金を債権者へ分配したというこ

とであろうか 46）。その居宅は【史料】の文言によれば、「不筋之義」があれば召し上げにする旨

が定められていた。そして所払いとなった由兵衛と平次郎はそれぞれ伊丹郷町内の茜屋と鹿島屋

利兵衛の借家へ転居することになった。今回の一件は、由兵衛が伊丹本店と江戸出店に対し両面

作戦に出たこともあって「不怪不当心得違言語道断煩敷御事」であり、以後、由兵衛から江戸店

に何か言ってきたとしても「決而取上有之間敷御心得置」よう確認されている。 

 
Ⅲ．おわりに 

 以上、由兵衛の別家から経営が破綻し小西家から絶縁されるまでの過程を追ってきた。その中

で由兵衛の強引な手法をしばしば目にする事になった。 後にこうした由兵衛の個性を伺わせる

別の一件を明らかにした上で、まとめを行うことにしよう。 

 以下の史料は伊丹酒米問屋の一人であった木綿屋清三郎が自らの失敗を子孫の教訓にしようと、

天保 5（1834）年 4 月に作成した文書である 47）。同人の失敗談は蘭の投機に関わるものであった

が、そこに由兵衛も一部関与していたのである。 
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【史料 20】 

    控 

一、天保四年巳ノ十一月北川原久代屋次右衛門殿方へ参り候処、此度古今輪と申蘭思惑付居

候ゆへ加入いたし候様被進メ候ニ付、一切手なれ不申事故断候得共段々進メニ付勿論連中

も上顔ゆえふと加入いたし候気ニ相成、右同人方へ打寄次右衛門殿被申方承り候処、誠ニ

とり繕ニ而番部屋善様ニ被申夫故北河原庄屋伝二郎との・池田屋伊兵衛殿・小にし由兵衛

殿承知にて相談極り、まつ壱口分金三拾両宛と定、則出金いたし（後略） 

木綿屋は天保 4（1834）年 11 月、北河原村の酒造家久代屋次右衛門から蘭の投機に誘われた。

蘭は古今輪という種類で、取引場所は和歌山であった。木綿屋は不慣れな投機取引を一旦は断っ

たものの、久代屋が酒米販売の得意先ということもあって、 終的には一口乗ることにした。そ

の際に共同出資者の一人に小西由兵衛がいたのである。結局、旗振り役の久代屋が和歌山の関係

者に一杯食わされていたものであり、木綿屋は損害を被る羽目となったのであるが、このような

胡散臭い儲け話にも由兵衛が手を出していたことは注目される 

 以上、小西由兵衛の経営発展についてその別家から両替商売の破綻までを追った。繰り替えし

確認したように由兵衛親子はその個性という面で共通点があったようであるが、その両替商経営

を考えるに際し、こうした本人等の資質と共に当時の時代環境の重要性も指摘しておきたい。 

すなわち本論で明らかにしたように、当初家業と位置づけられた菜種商売の副業として始まっ

た銭両替が、ごく短期間のうちに伊丹の有力酒米問屋を顧客とする両替商へと発展し、手形取り

扱いと当座貸し越しを行うに至った。順調な経営発展にはもちろん「小西」の家号が持つ威信が

働いた側面もあったであろうが、それと同時に在郷町では両替商が発展する余地がまだ比較的残

されていたと理解すべきでないだろうか。由兵衛の両替商売の頓挫に対しては幕末における伊丹

酒造業の衰微が作用したであろうことを考慮すると、京坂周辺地域における両替商売の潜在的な

成長可能性は小さくなかったと考えられるのである。 
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1977 年）において、灘酒造家の嘉納治兵衛家の別家が 19 世紀に入り酒造業を営む事例が報告されているが、

小西家の奉公人制度・別家制度については今後の課題であろう。 

4）小西家においても安治川の樽廻船問屋が天保 13 年に大坂において「小両替」経営を始めようとしたことが

あった。これは株仲間解散による廻船問屋経営の競争激化への対応であったが、実現はしなかったようで

ある（伊丹市立博物館架蔵小西新右衛門氏文書近世Ⅱ100－2）。 

5）「芳平」、「芳兵衛」、「由兵衛」と表記に若干の揺れがある。 

6）伊丹市立博物館架蔵小西新右衛門氏文書近世Ⅰ515－1。以後、同文書については「小西近世Ⅰ515－１」と

いうように略記する。 

7）小西近世Ⅰ487－2－2。 

8）小西近世Ⅰ487－2－3。 
9）柚木学監修・伊丹市立博物館編集『伊丹酒造家史料（上）』伊丹市役所、1992年、377頁。 

10）小西近世Ⅰ487－1 

11）その詳細については小西近世Ⅰ487－1、Ⅰ487－18－10 を参照。 

12）以下の史料に依れば「芳兵衛」の跡を「由兵衛」が継いだことになるのかもしれない。 

【史料】 

亡父芳兵衛法名 

文政十年亥九月八日 

  宗誉寿仙禅定門 

          由兵衛 

(小西近世Ⅰ491－1)
 

13）大国正美「北村の菜種の生産と販売―近衛家御用油屋と一九世紀前半の市場構造の変化―」『地域研究いた

み』（第 32 号、2003 年 3月）58 頁によれば、文政 9（1826）年、同 12（1829）年、天保 2（1831）年、同

8（1837）年における北村の菜種販売先が判明するが、由兵衛は天保 8年に至り絞り油屋として登場してい

る。 

14）大国正美「北村の菜種の生産と販売―近衛家御用油屋と一九世紀前半の市場構造の変化―」『地域研究いた

み』（第 32 号、2003 年 3月）61 頁。 

15）小西近世Ⅰ487－3。 

16）小西近世Ⅰ487－4。 

17）小西近世Ⅰ487－5。 

18）小西近世Ⅰ487－6。 

19）『大阪商業史料集成第三輯 両替商沿革史』（大阪商科大学経済研究所、1937 年）に依ると両替商における

教育は、贋金判別や算術、文字を習得する丁稚、手形の管理や両替商相互の差引勘定などにあたる丁稚頭、

手形の振り出しや手形取り渡しを総括する若者という段階があった（21－23 頁）。 

20）小西近世Ⅰ487－18－10。 

21）小西近世Ⅰ1561。 

22）天保 13 年は「日記」（伊丹市立図書館文書 7）、弘化 3年は「弘化三丙午記」（伊丹市立図書館文書 8）に基

づく。 

23）伊丹市立博物館架蔵岡田利兵衛氏文書。 
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24）伊丹両替商津国屋庄兵衛については別稿を準備中である。 

25）無利子で長期に渡る年賦であり、本家から別家への「格別御恩借銀」であることが分かる。 

【史料】 

  拝借銀証文之事 

  合銀八拾貫目也 

右之銀子拝借仕慥受取申候処実正明白也、尤、返上納之義ハ当寅十二月 巳十二月迄拾六ヶ年賦毎年十二月晦日限銀五

貫目宛返上納可仕候、右銀子格別御恩借銀如何様之義御座候共急度無相違返上納可仕候、為後日証文依而如件 

 天保十三                           小西屋 

    寅八月                                         由兵衛 （印） 

御本家 

（小西近世Ⅰ487-7） 

26）小西近世Ⅰ487－8。 

27）9月7日、この件に関し和助よりの下記の詫状が提出されている。 

【史料】 

    乍憚書付ヲ以御詫奉申上候 

一、此度私儀等外之心得違仕、蒙御擦度何共奉恐入候、誠ニ是迄夫々御仁恵ヲ以奉蒙大役難有御奉公仕来り罷有候処、

不斗不慮之心得違等仕重々不行届キ之段、幾重ニも奉恐入候、全軽はつミ之取斗仕候御義ニ而は無御座候へ共、由兵

衛殿当時融通商売も致し居候御事故、何時ニ而も出入候都合出来候事と存等閑ニ罷過候条、誠以後悔千万不調法之段

何共奉恐入候、御擦度ヲ蒙り候而より家内一同苦心無申斗日々歎息罷過候、若年と申ニ而も無之今更赤面至極呉々後

悔仕候、何卒各様右等之義御憐察被成下候而乍憚御詫御執成被成下候ハヽ難有奉存候、以後急度相改御奉公大切ニ仕

候間、此段格別之御思召ヲ以可然御執成呉々も御頼奉申上候、以上 

 寅九月七日                           和助 印 

  御老分衆中様 

 （小西近世Ⅰ487－9） 

28）小西近世Ⅰ487－10－1。 

29）記のように「出勤御差止」とあるので通勤別家を更迭されたとも取れるが、次に検討するように外部の信

用が一番の問題だったようである。 

【史料】 

  乍恐口上 

一 私義心得違不調法之段何共奉恐入候、右ニ付出勤御差止被仰付今更後悔仕候、已来急度改心仕候間、何卒御憐愍ヲ

以御赦免被為成下候様御聞済奉願上候、已上 

  寅九月九日                         由兵衛  印 

旦那様 

（小西近世Ⅰ487-11） 

30）小西近世Ⅰ487－10－2。 

31）小西近世Ⅰ487－12。 

32）小西近世Ⅰ487－13。 

33）小西近世Ⅲ532－2。 

34）小西近世Ⅰ487－18－6。 

35）安永期に成立したと推測される「伊丹酒造諸式之扣」に依ると、当時、「近年多く為替相成り候」とあるよ

うに江戸からの酒代送金に際し、為替手形が利用されることが多くなった（『伊丹市史 第四巻』伊丹市、

1968 年、499 頁）。 

36）柚木学『近世灘酒経済史研究』ミネルヴァ書房、1965 年、266 頁。 
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37）小西近世Ⅰ487－16。 

38）第1条では酒荷の早期の販売を依頼している。そして第2条では、「服部氏から依頼されて」取り組んだ為

替手形について、販売代金をもって引き受けるよう依頼している。 

【史料】 

  段々御文通被下忝拝見仕追日如仰向暑之節御座候処、御揃弥御安泰珍重奉賀候、次ニ当方異儀なく罷在候条乍慮外御

安意可被下候 

一、此度ノ手酒積付書別紙ニ申上候、無事着之上得ト御唎成丈ヶ御直売可被下候 

一、当地森本村御地頭服部様下し金弐拾両無拠相頼まれ候ニ付為替取組候間、手形相廻り次第手酒代内御渡し可被下

候、先は右御頼旁愚書ヲ以如此御座候已上 

   五月八日 

                              同 由兵衛 印 

小西利右衛門様 

   御店中 

(小西近世Ⅰ487－18－7) 

39）小西近世Ⅰ487－17。 

40）「春已来両度も」とあるように4月にも銀30貫目を借り入れている（小西近世Ⅰ487－14、15） 

41）銀子調達の 終期限は閏5月20日であるから、残された猶予期間は4日に過ぎなかった。 

【史料】 

    乍恐奉歎願候 

   一 私義此度手元大ニ不都合成行全家事不締誠ニ不調法之段、先達而願上候通一時取立必至と難渋仕候、然ル処及御聞之

通り去ル廿七日数口御公訴ニ相成厳敷済方被仰付、当十一日迄日延相願候得共、銀才覚出来兼種々之心配仕亦候当廿日

迄日延願出候、然ル処廿日迄ニ済方不致ニおゐては入牢又ハ手錠可申付と被仰付実ニ驚入奉恐縮候、何卒格別之御仁愍

を以御救被為成下候様 旦那様え御両人様 御願上被下度偏ニ御頼申上候、何分ニも御憐察御執成之義伏而奉頼上候、

以上 

     閏五月十六日                        由兵衛 印 

御本家 

  孫助様 

  万助様 

(小西近世Ⅰ487－18－3) 

42）小西近世Ⅰ487－18－1。 

43）江戸店は天保 4（1833）年以降、「小西利右衛門」名義と「小西利作」名義の 2 店あった。由兵衛は酒を利

右衛門店に 70 駄、利作店に 95 駄送り、合計金 160 両と見積もられている。よって 160 両を送り荷に応じ

て按分すると、利右衛門店へには大体金 70 両相当の荷物があったことになる。 

44)小西近世Ⅰ487－18－2。 

45)小西近世Ⅰ521。 

46）由兵衛は安政4年11月、下畑5畝歩（分米2斗5升）を鹿島屋又三郎へ礼銀180目で譲り渡しており（「譲り渡

申畑之事」伊丹市立図書館文書71－20）、これも債務処理の一部であったのかも知れない。 

47）伊丹市立博物館所蔵木綿屋平兵衛･清三郎文書 44。 

 

 


